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「60歳以降に退職される」 または 「65歳に達した」方へ
～確定拠出年金（ＤＣ）に係る手続きのご案内～

【手続の主な流れ】
◆ JIS&T社から届く 各種案内 を確認する ⇒ 2ページ

・ 退職後または65歳到達後1～2ヵ月を目処に、登録の住所に送付されます。

・ 手続に必要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

◆ 「受け取れる年齢」 を確認する ⇒ 3ページ

◆ 受け取れる年齢に達している（達した）場合 「受取方法」 を決める ⇒ 4ページ

⇒ 一時金で受け取る場合 ⇒ 6ページ

⇒ 年金（一時金との併給含む）で受け取る 場合 ⇒ 7ページ

確定拠出年金（ＤＣ）を受け取るには、ご自身でＪＩＳ＆Ｔ社※に請求手続を行う必要があります。

ＹＫＫグループ確定拠出年金

重要

※ 日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱という会社の略称で、ＹＫＫｸﾞﾙｰﾌﾟの業務委託を受け、加入者のＤＣ専用口座の
記録の管理等を行っている会社です。退職後の問い合わせ窓口はJIS&T社になります。

このロゴが目印！

退職後または65歳到達後、確定拠出年金（ＤＣ）に関する問い合わせ窓口は、JIS&T社となります。

（会社にご連絡いただいても、回答することができませんので、予めご了承ください。）



全員に送付
受け取るための要件を

満たしていない方のみに送付
受け取るための要件を

満たしている方のみに送付

① 加入者資格喪失及び
運用指図者資格取得通知書

② 運用指図者の手引き（企業型） ③ 手続関係書類

送
付
物

主
な
内
容

ＹＫＫｸﾞﾙｰﾌﾟの確定拠出年金に
おける加入者の資格を喪失した
ことをお知らせする通知書にな
ります。
受け取るための要件を満たして
いるかを確認することができる
書類ですので大切に保管して
ください。

今後の取り扱いについて記載さ
れている案内になります。

＜手数料について＞
受け取るまでの間のＤＣ口座の
管理手数料は、会社負担です。

・老齢給付金（一時金）お手続きガイド
・ご提出書類チェックリスト【老齢給付金（一時金）】
・老齢給付金裁定請求書（一時金）
・退職所得の受給に関する申告書
・勤務先からの退職金等のお受け取り状況確認書
・老齢給付金裁定請求書（年金）送付依頼書
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◆ JIS&T社から届く各種案内を確認する

見本 見本見本
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◆ 受け取れる年齢か確認する

受け取りができる年齢は、通算加入者等期間※により異なります
※ 確定拠出年金（ＤＣ）の加入者期間（掛金拠出あり）と運用指図者期間（掛金拠出なしで運用のみ）のうち、60歳までの期間を合算した期間で、ＹＫＫグループ以外から

資産の移換がある場合には、その算定基礎となった期間も含みます。

JIS&T社から届いた「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」（P２の①の書類）の中に記載

されている 『老齢給付金裁定請求受付開始日』をご確認ください

通算加入者等期間 受け取りが可能な年齢

10年以上 60歳から

8年以上 61歳から

6年以上 62歳から

4年以上 63歳から

2年以上 64歳から

1ヵ月以上 65歳から

＜受け取りができる年齢と通算加入者等期間の関係＞

受け取りの手続は、
老齢給付金裁定請求受付開始日から、
75歳の誕生日の2日前まで
に行ってください。

拡大

受け取りができる年齢に達していない方は、受け取る年齢に達するまで受け取れないため、
運用を続ける必要があります。

加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書（見本）
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◆ 受け取れる年齢に達している（達した）場合、受取方法を決める

受取方法を下表の中から選択します

年金で受け取る場合は、「受取期間（何年間で受け取るか）」や「１年間の受取回数」も選択します。

選択肢
一時金
（一括）

年金
（分割）

パターン１ 100% 0%

パターン2 75% 25%

パターン3 50% 50%

パターン4 25% 75%

パターン5 0% 100%

＜受取方法のパターン＞ ＜「年金給付期間」と「１年間の受取回数」のパターン＞

年
金
の
受
け
取
り
が
あ
る
場
合

年金給付期間

①5年

②10年

③15年

④20年

１年間の

受け取り回数

①1回（12月）

②3回（4月、8月、12月）

③6回（偶数月）

＊一時金や年金を受け取る際には、都度400円（税抜・本人負担）の
給付手数料がかかります。受取手続については

P６を参照

受取手続については

P７を参照
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（参考） 「60歳以降に退職される」 または 「65歳に達した」方の手続のフローチャート

いいえ

はい

受け取れる年齢に到達したら手続します。
（それまでは運用を継続）

すぐに受け取らない

すぐに受け取る

JIS&T社から
送付される書類で
手続する

全額一時金で

受け取る

一時金と年金を

併給して受け取る

全額年金で

受け取る

(P６参照)

「老齢給付金裁定請求
書（年金）送付依頼書」
をJIS&T社へ提出する
後日、年金で受け取る
ための手続書類が
JIS&T社から送付され
る。

(P７参照)

受
け
取
り
が
で
き
る
年
齢
に
達
し
て
い
ま
す
か
？

P３

参照

すぐに受け取らない

（運用状況等の理由で後日の
受け取りを希望）

＊受け取りができる年齢に到達するとJIS&T社から案内が届きます。

受
け
取
り
た
く
な
っ
た
場
合



印鑑登録証明書原本

（提出時、発行から３ヵ月以内のもの）

（他の退職金支払に関する）

退職所得の源泉徴収票のコピー

個人番号確認書類および身元確認書類
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◆ 一時金で受け取る場合

ＪＩＳ＆Ｔ社から送付される 「老齢一時金の裁定請求関係書類」を確認の上、
必要書類をＪＩＳ＆Ｔ社へご提出ください。

＜JIS&T社から送付される手続関係書類＞ ＜ご自身で準備する提出書類＞

～他の退職手当等を受け取っている方～

※ 受け取る年および前年以前19年以内に他の退職手当等

（会社からの退職金や確定給付企業年金等からの一時金）

を受け取っている方は提出が必要です。

紛失等により手元にない場合は、発行元に再発行を依頼

してください。

YKKグループの退職金や確定給付企業年金（ＤＢ）の源泉

徴収票の再発行については、ＹＫＫ企業年金基金（03-3864

-2086）に連絡してください。

※ 退職時点で、受け取れる年齢に達していなかった方
には、受け取れる年齢に達した時に、JIS&T社から
送付されます。

P２の③の書類が届きます。

・老齢給付金（一時金）お手続きガイド
・ご提出書類チェックリスト【老齢給付金（一時金）】
・老齢給付金裁定請求書（一時金）
・退職所得の受給に関する申告書
・勤務先からの退職金等のお受け取り状況確認書
・老齢給付金裁定請求書（年金）送付依頼書

※ 記入方法等、受取手続に関して不明な点は、みずほグループのコールセンターに連絡してください。（P8参照）

会社に問い合わせいただいても回答できません。

※ 提出時は、「ご提出書類チェックリスト」を活用してください
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◆ 年金（一時金との併給含む）で受け取る場合

ＪＩＳ＆Ｔ社から届く「老齢給付金裁定請求書（年金）送付依頼書」に必要事項を
して、ＪＩＳ＆Ｔ社へご提出ください。

※ みずほグループのコールセンター（P9参照）に連絡をし、取り寄せすることも可能です。

＜老齢給付金（年金）送付依頼書＞

見本

左記書類をＪＩＳ＆Ｔ社へ提出すると、後日、ＪＩＳ＆Ｔ社から
年金(一時金との併給含む）での受取手続に係る書類が、
ご自宅に郵送されます。

＜年金で受け取る際の手続書類（例）＞

※ 退職時点で、受け取れる年齢に達してなかった方に
は、受け取れる年齢に達した時に、JIS&T社から送
付されます。

見本
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◆ 裁定請求お手続きナビ

お受け取りの際のお手続きの方法や 書類の記入方法等について、以下サイトでもご確認頂けます。
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＊＊＊＊＊ ご不明な点はみずほグループのコールセンターへ ＊＊＊＊＊

みずほグループのコールセンター

TEL：0120-1414-92
・受給に関するオペレーター応答サービスご利用時間は、午前9：00～午後9：00

です。土日・祝日・年末年始（12/31～1/3）を除きます。

・お問い合わせの際は、「加入者口座番号」と「コールセンターパスワード」を
お手元にご準備ください （加入者口座番号はP２の①の書類に記載されています）

① 音声ガイドに従って「＊」と「＃」を押してください

② オペレーターが「加入者口座番号」を確認させていただきます

③ オペレーターがご要件を承りますが、お手続き内容により、
「コールセンターパスワードを確認させていただく場合があります。

受け取りの手続は、75歳の誕生日の2日前までに行ってください。
手続のないまま75歳に達した場合は、一時金でのお支払いとなりますのでご注意ください

（年金として受け取ることはできなくなります。）

い よ い よ 給 付
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◎ 一時金で受け取る場合は、退職所得控除の対象となります
「退職所得」として課税されますが、すでに受け取っている「退職一時金（会社の退職金や企業年金の一時金）」と合算して
税金が計算される場合があり、その場合、納税済の税額との差額が源泉徴収されます。

（分離課税ですので原則確定申告の必要はありません）。
税金の手続書類として「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となります。

◎ 年金で受け取る場合は、公的年金等控除の対象となります
「公的年金等に係る雑所得」として課税され、税金は支給時に源泉徴収されます。
毎年１月に「公的年金等の源泉徴収票」がJIS&T社から送付されますので、必要に応じて確定申告をしてください。
年金で受け取る場合、残りの残高に対しては非課税での運用を継続できます。 （※）

（※）運用中の年金資産には特別法人税が課税されますが、現在は凍結中です。

Ｑ１．受け取る際の「税金の優遇」について教えてください

年金受給開始後5年以上を経過していれば、残金を一時金（一括）で受け取ることができます。

Ｑ２．年金で受け取っている途中で、残金を一時金（一括）で受け取ることができますか？

ご遺族の方が残高を一時金で受け取ることになります。ご遺族の方から、JIS&T社に連絡をお願いします。

Ｑ３．年金で受け取っている途中で死亡した場合、残額はどうなりますか？

＊＊＊＊＊ よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） ＊＊＊＊＊

原則、手続が完了した翌月の20日に支払われます。（金融機関休業日の場合は翌営業日）
手続書類を提出した月の翌月に一時金を受け取るためには、手続書類（不備がない状態）を毎月20日までに
JIS&T社へ到着するよう提出する必要があります。

Ｑ４．一時金はどのくらいで支払われますか？


